
議案第２２号 

   みよし市税条例の一部改正について 

 みよし市税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和８年３月２日提出 

                         みよし市長 小 山   祐     

 

   みよし市税条例の一部を改正する条例 

 みよし市税条例（昭和２９年三好村条例第５号）の一部を次のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第４９条 略 第４９条 略 

２ 前項の規定により市民税の減免を受けよう

とする者は、納期限（災害その他の特別な事情

があることにより、当該日までに申請書を提出

することが著しく困難であると市長が認めた

場合は、市長が別に定める日）までに次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を受けようと

する事由を証明する書類を添付して市長に提

出しなければならない。ただし、市長が、当該

者が同項各号のいずれかに該当することが明

らかであり、かつ、市民税を減免する必要があ

ると認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により市民税の減免を受けよう

とする者は、納期限前７日（災害その他の特別

な事情があることにより、当該日までに申請書

を提出することが著しく困難であると市長が

認めた場合は、市長が別に定める日）までに次

に掲げる事項を記載した申請書に減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して市

長に提出しなければならない。ただし、市長が、

当該者が同項各号のいずれかに該当すること

が明らかであり、かつ、市民税を減免する必要

があると認める場合は、この限りでない。 

(1)以下 略 (1)以下 略 

３ 略 ３ 略 

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第６５条 略 第６５条 略 

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受け

ようとする者は、納期限（災害その他の特別な

事情があることにより、当該日までに申請書を

提出することが著しく困難であると市長が認

めた場合は、市長が別に定める日）までに、次

に掲げる事項を記載した申請書にその減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。ただし、市

長が、当該者が所有する固定資産が同項各号の

いずれかに該当することが明らかであり、か

つ、固定資産税を減免する必要があると認める

場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受け

ようとする者は、納期限前７日（災害その他の

特別な事情があることにより、当該日までに申

請書を提出することが著しく困難であると市

長が認めた場合は、市長が別に定める日）まで

に、次に掲げる事項を記載した申請書にその減

免を受けようとする事由を証明する書類を添

付して市長に提出しなければならない。ただ

し、市長が、当該者が所有する固定資産が同項

各号のいずれかに該当することが明らかであ

り、かつ、固定資産税を減免する必要があると

認める場合は、この限りでない。 
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(1)以下 略 (1)以下 略 

３ 略 ３ 略 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第８０条 略 第８０条 略 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けよう

とする者は、納期限までに当該軽自動車等につ

いて減免を受けようとする税額及び次の各号

に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要

とする事由を証明する書類を添付し、これを市

長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けよう

とする者は、納期限前７日までに当該軽自動車

等について減免を受けようとする税額及び次

の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免

を必要とする事由を証明する書類を添付し、こ

れを市長に提出しなければならない。 

(1)以下 略 (1)以下 略 

３ 略 ３ 略 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第８１条 略 第８１条 略 

２ 前項第１号の規定により種別割の減免を受

けようとする者は納期限までに市長に対して

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条の規定により交付された身体障害

者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律

第１６８号）第４条の規定により戦傷病者手帳

の交付を受けている者で身体障害者手帳の交

付を受けていないものにあっては戦傷病者手

帳とする。以下この項において「身体障害者手

帳」という。）、厚生労働大臣の定めるところ

により交付された療育手帳（以下この項におい

て「療育手帳」という。）又は精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条の規定により交付された精

神障害者保健福祉手帳（以下この項において

「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道

路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２

条の規定により交付された身体障害者若しく

は身体障害者等と生計を一にする者若しくは

身体障害者等（身体障害者等のみで構成される

世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免

許証（以下この項において「運転免許証」とい

う。）又はこれらの者の特定免許情報（同法第

９５条の２第２項に規定する特定免許情報を

いう。次項において同じ。）が記録された免許

情報記録個人番号カード（同法第９５条の２第

４項に規定する免許情報記録個人番号カード

をいう。次項において同じ。）を提示するとと

もに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書

に減免を必要とする理由を証明する書類を添

２ 前項第１号の規定により種別割の減免を受

けようとする者は納期限前７日までに市長に

対して身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）第１５条の規定により交付された身体

障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年

法律第１６８号）第４条の規定により戦傷病者

手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳

の交付を受けていないものにあっては戦傷病

者手帳とする。以下この項において「身体障害

者手帳」という。）、厚生労働大臣の定めると

ころにより交付された療育手帳（以下この項に

おいて「療育手帳」という。）又は精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第４５条の規定により交付され

た精神障害者保健福祉手帳（以下この項におい

て「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９

２条の規定により交付された身体障害者若し

くは身体障害者等と生計を一にする者若しく

は身体障害者等（身体障害者等のみで構成され

る世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転

免許証（以下この項において「運転免許証」と

いう。）又はこれらの者の特定免許情報（同法

第９５条の２第２項に規定する特定免許情報

をいう。次項において同じ。）が記録された免

許情報記録個人番号カード（同法第９５条の２

第４項に規定する免許情報記録個人番号カー

ドをいう。次項において同じ。）を提示すると

ともに、次の各号に掲げる事項を記載した申請

書に減免を必要とする理由を証明する書類を
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付して、提出しなければならない。 添付して、提出しなければならない。 

(1)以下 略 (1)以下 略 

３ 略 ３ 略 

４ 第１項第２号の規定により種別割の減免を

受けようとする者は、納期限までに市長に対し

て、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽自

動車等の提示に代わると認める書類の提出が

ある場合には、当該書類の提出）をするととも

に、前条第２項各号に掲げる事項を記載した申

請書を提出しなければならない。 

４ 第１項第２号の規定により種別割の減免を

受けようとする者は、納期限前７日までに市長

に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、当

該軽自動車等の提示に代わると認める書類の

提出がある場合には、当該書類の提出）をする

とともに、前条第２項各号に掲げる事項を記載

した申請書を提出しなければならない。 

５ 略 ５ 略 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１２５条の３ 略 第１２５条の３ 略 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、次に掲げ

る事項を記載した申請書にその減免を受けよ

うとする事由を証明する書類を添付して市長

に提出しなければならない。ただし、市長が、

当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号

のいずれかに該当することが明らかであり、か

つ、特別土地保有税を減免する必要があると認

める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を

受けようとする者は、納期限前７日までに、次

に掲げる事項を記載した申請書にその減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。ただし、市

長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同

項各号のいずれかに該当することが明らかで

あり、かつ、特別土地保有税を減免する必要が

あると認める場合は、この限りでない。 

(1)以下 略 (1)以下 略 

３ 略 ３ 略 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、市税の減免に係る申請期限を見直すため必要があるからである。 
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